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石 川 県 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 三 年 五 月 十 二 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 二 十 号

石 川 県 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 規 則 ( 昭 和 五 十 四 年 石 川 県 規 則 第 六 十 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

四 中 小 企 業 者 と 農 林 漁 業 者 と の 連 携 に よ る 事 業 活 動 の 促 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 年 法 律 第 三 十 八 号 ) 第 十 三 条

第 一 項 前 段 に 規 定 す る 認 定 中 小 企 業 者

五 地 域 資 源 を 活 用 し た 農 林 漁 業 者 等 に よ る 新 事 業 の 創 出 等 及 び 地 域 の 農 林 水 産 物 の 利 用 促 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成

二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ) 第 十 一 条 第 一 項 前 段 に 規 定 す る 促 進 事 業 者

第 二 条 第 二 項 第 一 号 中 ｢ 別 表 第 一 ｣ の 下 に ｢( 第 四 条 の 二 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 同 条 を 除

き 、 以 下 同 じ 。)｣ を 加 え る 。

第 四 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 貸 付 金 の 償 還 期 間 等 の 特 例 )

第 四 条 の 二 第 二 条 第 一 項 第 四 号 に 掲 げ る 者 に 対 す る 別 表 第 一 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 別 表 第 一 の 二 の 上 欄 に 掲 げ

る 別 表 第 一 の 規 定 中 別 表 第 一 の 二 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。

２ 第 二 条 第 一 項 第 五 号 に 掲 げ る 者 に 対 す る 別 表 第 一 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 別 表 第 一 の 三 の 上 欄 に 掲 げ る 別 表 第

一 の 規 定 中 別 表 第 一 の 三 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。

３ 農 林 漁 業 有 機 物 資 源 の バ イ オ 燃 料 の 原 材 料 と し て の 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 年 法 律 第 四 十 五 号 ) 第 十

条 に 規 定 す る 認 定 事 業 者 に 対 す る 別 表 第 一 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 別 表 第 一 の 四 の 上 欄 に 掲 げ る 別 表 第 一 の 規 定

中 別 表 第 一 の 四 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。

別 表 第 一 経 営 等 改 善 資 金 の 部 一 の 項 第 三 欄 に 次 の よ う に 加 え る 。

六 � サ イ ド ス ラ ス タ ー の 設 置 費 用

別 表 第 一 経 営 等 改 善 資 金 の 部 一 の 項 第 四 欄 中 ｢ 百 三 十 万 円 ｣ の 下 に ｢ 、 サ イ ド ス ラ ス タ ー を 設 置 す る 場 合 に あ つ て

は 一 台 に つ き 四 百 万 円 ｣ を 加 え 、 同 部 二 の 項 第 三 欄 に 次 の よ う に 加 え る 。

十 � 海 水 殺 菌 装 置 の 設 置 費 用�十 一 漁 獲 物 等 処 理 装 置 の 設 置 費 用�十 二 潮 流 計 の 設 置 費 用

別 表 第 一 経 営 等 改 善 資 金 の 部 二 の 項 第 四 欄 中 ｢ 八 十 万 円 ｣ を ｢ 五 百 万 円 ｣ に 、 ｢ 七 十 万 円 ( 沿 岸 漁 業 者 経 営 改 善 促

進 グ ル ー プ 等 の 場 合 に あ つ て は 三 百 万 円 )｣ を ｢ 五 百 万 円 ｣ に 改 め 、 ｢ 四 百 万 円 ｣ の 下 に ｢ 、 海 水 殺 菌 装 置 を 設 置 す る

場 合 に あ つ て は 一 台 に つ き 三 百 万 円 、 漁 獲 物 等 処 理 装 置 又 は 潮 流 計 を 設 置 す る 場 合 に あ つ て は 一 台 に つ き 五 百 万 円 ｣

目 次

規 則
○石川県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規
則 (水 産 課) 1

規 則
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を 加 え 、 同 部 三 の 項 第 四 欄 中 ｢ 百 万 円 ｣ を ｢ 五 百 万 円 ｣ に 改 め 、 同 部 四 の 項 第 四 欄 中 ｢ 漁 船 用 環 境 高 度 対 応 機 関 ｣ の

下 に ｢( プ ロ ペ ラ 及 び プ ロ ペ ラ シ ャ フ ト を 含 む 。)｣ を 加 え 、 同 部 七 の 項 第 三 欄 中 ｢ 投 �じ ｣ を ｢ 投 �｣ に 、 ｢ 自 動 給 �じ 機 ｣
を ｢ 自 動 給 � 機 ｣ に 、 ｢ �じ 料 成 分 分 析 機 ｣ を ｢ � 料 成 分 分 析 機 ｣ に 改 め 、 同 部 八 の 項 第 三 欄 中 二 � を 削 り 、 三 � を 二 � と し 、

四 � を 三 � と し 、 五 � を 削 り 、 同 項 第 四 欄 中 ｢ 、 す べ り 止 め ｣ 及 び ｢ 、 船 上 便 所 を 設 置 す る 場 合 に あ つ て は 、 三 十 万 円 ｣ を

削 り 、 同 項 第 五 欄 中 ｢ 第 三 欄 一 � か ら 四 � ま で に つ い て は ｣ 及 び ｢ 、 同 欄 五 � に つ い て は 三 年 以 内 ｣ を 削 り 、 同 部 九 の 項 第

三 欄 中 一 � を 削 り 、 二 � を 一 � と し 、 三 � 及 び 四 � を 削 り 、 五 � を 二 � と し 、 六 � を 三 � と し 、 七 � を 四 � と し 、 同 欄 に 次 の よ う に 加 え る 。

五 � 小 型 漁 船 緊 急 連 絡 装 置

別 表 第 一 経 営 等 改 善 資 金 の 部 九 の 項 第 四 欄 中 ｢ 膨 張 式 救 命 い か だ を 購 入 す る 場 合 に あ つ て は 五 十 万 円 、 救 命 胴 衣 、

救 命 浮 環 、 救 命 浮 輪 、 信 号 紅 炎 又 は 消 火 器 ｣ を ｢ 救 命 胴 衣 又 は 消 火 器 ｣ に 改 め 、 ｢ 六 十 五 万 円 ｣ の 下 に ｢ 、 小 型 漁 船

緊 急 連 絡 装 置 を 購 入 す る 場 合 に あ つ て は 百 三 十 万 円 ｣ を 加 え 、 同 項 第 五 欄 中 ｢ 第 三 欄 一 � か ら 六 � ま で ｣ を ｢ 第 三 欄 一 � 及

び 二 �｣ に 、 ｢ 同 欄 七 � 及 び 八 �｣ を ｢ 同 欄 三 � か ら 五 � ま で ｣ に 改 め 、 同 部 十 の 項 第 三 欄 二 � 及 び 三 � を 削 り 、 同 欄 四 � 中 ｢ 設 置 費

用 ｣ の 下 に ｢( 廃 止 し た 甲 板 上 の 魚 槽 に 代 え て 設 置 す る も の に 限 る 。)｣ を 加 え 、 同 欄 四 � を 同 欄 二 � と し 、 同 項 第 四 欄 中

｢ 、 甲 板 口 の コ ー ミ ン グ 又 は 甲 板 口 の 閉 鎖 装 置 ｣ 及 び ｢ 甲 板 上 の 魚 槽 を 廃 し 、 こ れ に 代 え て ｣ を 削 り 、 同 部 十 五 の 項

を 削 る 。

別 表 第 一 の 次 に 次 の 三 表 を 加 え る 。

別 表 第 一 の 二 ( 第 四 条 の 二 関 係 )

別 表 第 一 の 三 ( 第 四 条 の 二 関 係 )

別 表 第 一 の 四 ( 第 四 条 の 二 関 係 )

附 則

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ 改 正 後 の 別 表 第 一 か ら 別 表 第 一 の 四 ま で の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に 貸 付 け の 決 定 を す る 貸 付 金 か ら 適

用 し 、 同 日 前 に 貸 付 け の 決 定 を し た 貸 付 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

経 営 等 改 善 資 金 の 部 六 の 項 第 五 欄

及 び 同 部 七 の 項 第 五 欄

経 営 等 改 善 資 金 の 部 五 の 項 第 五 欄

経 営 等 改 善 資 金 の 部 一 の 項 第 五 欄 、

同 部 二 の 項 第 五 欄 、 同 部 三 の 項 第

五 欄 及 び 同 部 四 の 項 第 五 欄

十 年 以 内 ( 据 置 期 間 三 年 以 内 を 含 む 。)

四 年 以 内 ( 据 置 期 間 二 年 以 内 を 含 む 。)

七 年 以 内 ( 据 置 期 間 一 年 以 内 を 含 む 。)

十 二 年 以 内 ( 据 置 期 間 五 年 以 内 を 含

む 。)

五 年 以 内 ( 据 置 期 間 三 年 以 内 を 含 む 。)
九 年 以 内 ( 据 置 期 間 三 年 以 内 を 含 む 。)

経 営 等 改 善 資 金 の 部 六 の 項 第 五 欄

及 び 同 部 七 の 項 第 五 欄

経 営 等 改 善 資 金 の 部 五 の 項 第 五 欄

経 営 等 改 善 資 金 の 部 一 の 項 第 五 欄 、

同 部 二 の 項 第 五 欄 、 同 部 三 の 項 第

五 欄 及 び 同 部 四 の 項 第 五 欄

十 年 以 内 ( 据 置 期 間 三 年 以 内 を 含 む 。)

四 年 以 内 ( 据 置 期 間 二 年 以 内 を 含 む 。)

七 年 以 内 ( 据 置 期 間 一 年 以 内 を 含 む 。)

十 二 年 以 内 ( 据 置 期 間 五 年 以 内 を 含

む 。)

五 年 以 内 ( 据 置 期 間 三 年 以 内 を 含 む 。)

九 年 以 内 ( 据 置 期 間 三 年 以 内 を 含 む 。)

経 営 等 改 善 資 金 の 部 六 の 項 第 五 欄

及 び 同 部 七 の 項 第 五 欄 並 び に 青 年

漁 業 者 等 養 成 確 保 資 金 の 部 三 の 項

第 五 欄

経 営 等 改 善 資 金 の 部 五 の 項 第 五 欄

経 営 等 改 善 資 金 の 部 一 の 項 第 五 欄 、

同 部 二 の 項 第 五 欄 、 同 部 三 の 項 第

五 欄 及 び 同 部 四 の 項 第 五 欄

十 年 以 内 ( 据 置 期 間 三 年 以 内 を 含 む 。)

四 年 以 内 ( 据 置 期 間 二 年 以 内 を 含 む 。)

七 年 以 内 ( 据 置 期 間 一 年 以 内 を 含 む 。)

十 二 年 以 内 ( 据 置 期 間 三 年 以 内 を 含

む 。)

五 年 以 内 ( 据 置 期 間 二 年 以 内 を 含 む 。)

九 年 以 内 ( 据 置 期 間 一 年 以 内 を 含 む 。)

(１箇月2,350円送料とも) 発行人 〒920－8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 石 川 県

印刷所 〒921－8002 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 ㈱ 共 栄 TEL(076)292－2236
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